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平成29年障害者雇用状況の集計結果

　厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成29年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。

　障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、

民間企業の場合は2．0％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。

　今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を

求め、それを集計したものです。一

毯

【集計結果の主なポイント】
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平成29年障害者雇用状況の集計結果

〔民間企業の雇用障害者数実雇用率ともに過去最高を更新〕

　厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）に基づいて、

常用雇用する従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者を雇うことを義務付けられている

事業主等から、毎年6E1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以下「障

害者」という。）の雇用状況について、報告を求めています。

　千葉労働局では、今般、平成29年6月1日現在における管内の民間企業や公的機関などの

同報告を集計しましたので、その結果を公表します。

》
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【民間企業】（法定雇用率2．0％）

○雇用障害者数は9，　937，5人、対前年比660，5人、7．1％増加　（14年連続で過去最高）

　　うち精神障害者の雇用数が前年より226人、24，1％増加

○実雇用率はL91％、対前年比0．05ポイント上昇　（6年連続で過去最高）

○法定雇用率達成企業の割合は54．・5％、対前年比3．・0ポイント上昇

　　うち100～300人未満企業の割合は58．0％、対前年比4，1ポイント上昇

【公的機関】（法定雇用率2．3％、県教育委員会及び一部市町村教育委員会は2．　2％）

○県機関では、8機関の全てが法定雇用率を達成

○市町村機関では、91機関中80機関が法定雇用率を達成

》

1

（注）障害者の数のカウントについては、別紙「法定雇用率とは」（5ページ）の※を参照してください。
》
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　　　　　　　　平成3⑪年尋月慮圏から

害者の法定雇用率が引き上げになりま：す
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障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の

理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります

（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以　のように変わります。

1　　　‘，　　法定雇用率　　　　　一　　　　　　　　　　，㌦事業主区分1　　｝　　・1　　　　　11・パ　　1　F　　　　　　　　「

現行
い

平成30年4月工日以降

民間企業 2．0％　　　⇒ 2296　　　　1

国、地方公共団体等 2．3％　　　⇒ ・　　2．596・

都道府県等の教育委員会 2．2％　　　⇒
　　　　　　　‘　

　｜2．496　＋’1　」

また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

蹴・対靴なる事業主の鏑が糟員455亟疏広紬貿。

〉従業員45．5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、

　従業員50人以上から45．5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

　　◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況を八ローワークに報告しなければなりません。

　　◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ

　　　なりません。
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乎成33年4月声てには・更に0・196引き上げとなります。1
1：・ ‘」い　　　‘

、巳∴

レ平成30年4月から3年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2．30fOになります。
　（国等の機関も同様に0．196引上げになります。）
　※具体的な次回の弓1き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
　※2，3％となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43．5人以上に広がります。

（障害者雇用率）
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の
　　　　　　　　基本的な方向性について

　　　　　　平成29年12月8日

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

難醗灘灘難灘羅難灘灘購羅灘L
①サービス対象者
　生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者とする。

②職員配置
　　就労定着支援員について、常勤換算方法による配置数とし、資格要件は定めないこととする。

鷹翻竃責3年間）の就労定着率に応じた、月当たりの包括報酬とするとともに、現行の就1

労移行支援における就労定着支援体制加算は廃止する。

④指定要件・支援内容
　過去3年において平均1人以上、障害者を一般就労に移行させている指定事業者（生活介護、自
立訓練、就労移行支援、就労継続支援）とする。　等 1
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①就労移行支援における一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の設定

　就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本報酬にするとともに、一般就労への移行実績が

　過去2年間に無い場合は、現行よりも高い減算割合とする。

②就労継続支援A型における平均労働時間に応じた基本報酬の設定

　平均労働時間に応じた基本報酬とするとともに、現行の短時間利用減算は廃止する。なお、サー

ビス利用開始時には予見できない声由により短時間労働となってしまった場合は、平均労働時間の

計算から除外するなどの配慮を行う。

③就労継続支援B型における平均工賃に応じた基本報酬の設定

　平均工賃に応じた基本報酬とするとともに、目標工賃達成加算の見直しを行う。なお、重度の利

用者等については、平均工賃算出の利用者から除外するなどの配慮を行う。

④その他サービスの質の向上に資する報酬の改定等

　・就労移行支援における福祉専門職員配置等加算の対象職種の拡大

　　福祉専門職員配置等加算において、作業療法士を配置している場合について、新たに評価する。

・ 就労継続支援A型における賃金向上のための指導員を配置した場合の加算の創設

　キャリアァップの仕組みを導入することにより、利用者の賃金向上を図るための「賃金向上計画

　（又は経営改善計画書）」を作成し、当該計画の達成に向けて取り組む指導員を常勤換算で1以上

配置等している場合について、新たな加算として評価する。　等

1④送迎加算の見直し　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　＾’“t　　　　　’…　　’…｛

　　・現行の通所系の送迎加算（1）・（ll）については、一定の適正化を図るとともに、生活介護の｝
　　一定の条件を満たす場合の＋14単位／回については、更に評価する。　　　　　　　　　　　　｛

　　・就労継続支援A型及び放課後等デイサービスについては、障害の程度や公共交通機関の状況等を　l

t　　勘案した上で、自主的な通所が可能と考えられる場合については、送迎加算の対象外とする。　　i

l渇一酬内の送迎については喧の適正化を図る・　　　　　　　　！
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○　就労系・訓練系サービスにおける医療観察法対象者受け入れ加算の創設

　　就労系・訓練系サービス事業所が、精神保健福祉士を職員として1名以上配置すること又は病

　院・他の事業所等との連携により、精神保健福祉士が事業所を訪問して医療観察法対象者を1日2

時間以上支援した場合について、新たな加算として評価する。
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